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窓

口

３
月
30
日
ま
で
の
毎
週
月
曜
日

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
外
延
長
を
実
施
中

お
勤
め
の
人
や
共
働
き
世
帯
の
人

が
、
各
種
証
明
書
を
取
得
し
や
す
く

す
る
た
め
、
次
の
内
容
で
試
験
的
に

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
時
間
外
延
長
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

▼
試
行
期
間

３
月
30
日（
月
）
ま

で▼
延
長
期
日
・
時
間

毎
週
月
曜
日
の
午
後
７
時
ま
で

（
た
だ
し
、
月
曜
日
が
祝
日
な
ど
の

閉
庁
日
の
場
合
は
、翌
日
の
開
庁
日
）

▼
延
長
業
務

町
民
生
活
課
町
民
サ
ー
ビ
ス
室

▼
発
行
で
き
る
も
の

・
戸
籍
謄
抄
本
・
除
籍
謄
抄
本
・
そ

の
他
戸
籍
証
明
書
・
住
民
票
謄
抄

本
・
印
鑑
証
明
・
印
鑑
登
録
証
の
交

付
・
身
分
証
明
書
な
ど
の
諸
証
明
書

（
年
金
証
明
書
・
町
制
施
行
証
明
書
）

た
だ
し
、
印
鑑
証
明
お
よ
び
町
政
施

行
証
明
書
以
外
は
、
本
人
確
認
書
類

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類

写
真
付
き
の
官
公
署
発
行
の
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
・
住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
町

民
サ
ー
ビ
ス
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
４
７)

２年 阿
あ

久
く

澤
さわ

恵
え

里
り

２年 石
いし

関
ぜき

千
ち

裕
ひろ

３年 高
たか

橋
はし

麗
れい

奈
な

３年 佐
さ

俣
また

真
ま

帆
ほ
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吉
岡
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開

発
お
よ
び
保
全
の
方
針
に
つ
い
て
計

画
案
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
次
の

と
お
り
変
更
案
の
閲
覧
と
公
聴
会
を

開
催
し
ま
す
。

１.
都
市
計
画
原
案
の
閲
覧

(

１)

対
象
と
な
る
都
市
計
画
原
案

吉
岡
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開

発
お
よ
び
保
全
の
方
針(

吉
岡
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン)

の
変

更・
都
市
計
画
の
目
標

・
区
域
区
分
の
決
定
の
有
無

・
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

(

土
地
利
用
・
都
市
施
設
・
市
街
地

開
発
事
業
・
自
然
環
境
な
ど)

(

２)

閲
覧
に
つ
い
て

▼
閲
覧
会
場

県
都
市
計
画
課
、
渋

川
土
木
事
務
所
、
役
場
産
業
建
設
課

▼
閲
覧
期
間

１
月
20
日(

火)

〜
２
月
３
日(

火)

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

▼
閲
覧
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

▼
問
合
せ
先

県
都
市
計
画
課

牲
０
２
７
・
２
２
６
・
３
６
５
４

渋
川
土
木
事
務
所

牲
０
２
７
９
・
22
・
４
０
５
５

役
場
産
業
建
設
課
都
市
建
設
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
６
２)

２.

公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て

▼
期
日
・
時
間

２
月
12
日(

木)

午
後
２
時
か
ら
渋
川
・
吉
岡
の
順
に

開
催

▼
会
場

群
馬
県
渋
川
合
同
庁
舎
３

０
２
会
議
室

▼
公
聴
会
の
傍
聴

希
望
者
は
直
接

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
公
述
申
出
書
の
提
出
お
よ
び
公
述

人
の
選
定

公
聴
会
で
公
述
を
希
望

す
る
人
は
、「
公
述
申
出
書
」
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
公
述

申
出
書
」
に
は
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
職
業
・
電
話
番
号
・
意
見
の
要

旨(
４
０
０
字
以
内)

を
記
入
し
た

「
公
述
申
出
書
」(

様
式
は
問
い
ま
せ

ん)

を
直
接
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
公
述
の
希
望
者
で
同

じ
趣
旨
の
意
見
が
多
数
あ
る
場
合

は
、
公
述
人
を
提
出
先
の
県
知
事
が

選
定
し
本
人
に
通
知
し
ま
す(
代
理

委
任
状
を
提
出
し
、
議
長
の
承
認
が

必
要
と
な
り
ま
す)

。
ま
た
、
文
書

に
よ
り
意
見
の
提
示
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す(

こ
の
場
合
、
議
長
に
よ

る
文
書
の
朗
読
を
も
っ
て
意
見
の
陳

国
民
年
金
に
は
、所
得
が
少
な
く
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
保
険
料

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
30
歳
未
満
の
人
に
は
、
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請

を
す
る
と
、
本
人
・
配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主
（
若
年
者
納
付
猶
予
で
は
世

帯
主
は
除
か
れ
ま
す
）
の
前
年
の
所

得
を
基
準
に
審
査
が
行
わ
れ
、
承
認

さ
れ
る
と
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
免
除
（
若
年
者

納
付
猶
予
で
は
全
額
の
納
付
が
猶

予
）
さ
れ
ま
す
。

一
部
免
除
に
は
、
４
分
の
３
免
除

（
４
分
の
１
納
付
）、
半
額
免
除(

半

額
納
付)
、
４
分
の
１
免
除
（
４
分

の
３
納
付
）
が
あ
り
、
所
得
に
応
じ

た
き
め
細
や
か
な
免
除
の
申
請
が
で

き
ま
す
。

た
だ
し
、
４
分
の
３
免
除
、
半
額

免
除
ま
た
は
４
分
の
１
免
除
が
承
認

さ
れ
た
場
合
に
は
、
残
り
の
保
険
料

を
納
め
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱
い
に

な
り
ま
す
。

保
険
料
の
免
除
ま
た
は
若
年
者
納

付
猶
予
の
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年

必
要
で
す
。
た
だ
し
、
全
額
免
除
お

よ
び
若
年
者
納
付
猶
予
に
つ
い
て

は
、
翌
年
度
以
降
分
も
あ
ら
か
じ
め

申
請
（
継
続
申
請
）
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す（
失
業
な
ど
に
よ
る
理
由
を
除

く
）。忘

れ
ず
に
申
請
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

�

�

今月の納税
国民健康保険税・・10期
介護保険料・・・・10期
後期高齢保険料・・・７期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　２月２日(月)

述
に
替
え
ま
す)

。

▼
申
込
締
切
日
　

２
月
３
日(

火)

必
着

な
お
、
公
述
人
が
い
な
い
場
合
、

公
聴
会
は
中
止
と
な
り
ま
す
。
そ
の

際
は
、
公
聴
会
開
催
予
定
日
の
１
週

間
前
に
群
馬
県
県
土
整
備
部
都
市
計

画
課
お
よ
び
公
聴
会
の
開
催
予
定
の

場
所
に
そ
の
旨
を
掲
示
し
ま
す
。

▼
公
述
申
出
書
の
提
出
先

〒
３
７
１
ー
８
５
７
０

前
橋
市
大
手
町
一
丁
目
１
ー
１
　
県

都
市
計
画
課
※
郵
送
の
他
、
各
閲
覧

会
場
経
由
で
も
提
出
は
可
能
で
す
。


